
議案第8 2号

三朝町情報公開条例の一部改正について

次のとおり三朝町情報公開条例の一部を改正することについて､地方自治法

(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議決を求

める｡

平成14年9月13日

三朝町長　　　吉　田　秀　光

平成1 4年9jP325日原案可決

三朝町議会議長恩井　草

三朝町条例第　　号

三朝町情報公開条例の一部を改正する条例

三朝町情報公開条例(平成11年三朝町条例第23号)の一部を次のように改

正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)に対

応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正後部分｣という｡)

が存在する場合には､当該改正部分を当該改正後部分に改め､改正後部分に対

応する改正部分が存在しない場合には､当該改正後部分を加える｡

改　　正　　後 改　　正　　前

第1条～第6条　略

(公文書の開示義務)

第7条　実施機関は､開示請求があっ
た場合は､開示請求に係る公文書に

次の各号に掲げる情報(以下｢不開
示情報｣という｡)のいずれかが記録

されているときを除き､開示請求を

した者(以下｢開示請求者｣という｡)

に対し､当該公文書を開示しなけれ

ばならない｡

(1)　略

(2)　個人に関する情報(事業を

第1条～第6条　略

(公文書の開示義務)

第7条　実施機関は､開示請求があっ
た場合は､開示請求に係る公文書に

次の各号に掲げる情報(以下｢不開
示情報｣という｡)のいずれかが記録

されているときを除き､開示請求を
した者(以下｢開示請求者｣という｡)

に対し､当該公文書を開示しなけれ
ばならない｡

(1)　略

(2)　個人に関する情報(事業を



営む個人の当該事業に関する
情報を除く｡)であって､当該

情報に含まれる氏名､生年月
日その他の記述等により､特

定の個人を識別することがで
きるもの(他の情報と照合す
ることにより､特定の個人を

識別することができることと
なるものを含む｡)又は特定の

個人を識別することはできな
いが､公にすることにより､

なお個人の権利利益を害する

おそれがあるもの｡ただし､

次に掲げる情報を除く｡
ア及びイ　略

り　当該個人が公務員等(地
方公務員法(昭和25年法律

第261号)第2条に規定す
る地方公務員､国家公務員

迭(昭和22年法律第120号)

第2条第1項に規定する国
家公務員(独立行政法人通
則法(平成11年法律第103

号)第2条第2項に規定す
る特定独立行政法人の役員

及び職員を除く｡)並びに独
立行政法人等(独立行政法

人等の保有する情報の公開
に関する法律(平成13年法

律第140号)第2条第1項
に規定する独立行政法人を
いう｡以下同じ｡)の役員及

壁遡畳をいうo)である場合
において､当該情報がその

職務の遂行に係る情報であ
るときは､当該情報のうち､

当該公務員等の職及び当該

職務遂行の内容に係る部分

(3)　法人その他の団体(国｣塵

立行政法人等及び地方公共団

体を除く｡以下｢法人等｣と
いう｡)に関する情報又は事業

営む個人の当該事業に関する

情報を除く｡)であって､当該

情報に含まれる氏名､生年月
日その他の記述等により､特

定の個人を識別することがで
きるもの(他の情報と腺合す
ることにより､特定の個人を

識別することができることと
なるものを含む｡)又は特定の

個人を識別することはできな
いが､公にすることにより､

なお個人の権利利益を害する

おそれがあるもの｡ただし､

次に掲げる情報を除く｡
ア及びイ　略

り　当該個人が全塞星(地方
公務員法(昭和25年法律第
261号)第2条に規定する

地方公務員及び国家公務員

造(昭和22年法律第120号)

第2条第1項に規定する国
家公務員をいう｡)である場

合において､当該情報がそ
の職務の遂行に係る情報で

あるときは､当該情報のう

ち､当該公務員の職及び当

該職務遂行の内容に係る部

分

(3)　法人その他の団体(国及び

地方公共団体を除く｡以下｢法

人等｣という｡)に関する情報

又は事業を営む個人の当該事



を営む個人の当該事業に関す
る情報であって､次に掲げる

もの｡ただし､人の生命､健

康､生活又は財産を保護する
ため､公にすることが必要で

あると認められる情報を除
く｡

ア及びイ　略

(4)　略

(5)　国､独立行政法人等､他の

地方公共団体その他公共団体

(以下｢国等｣という｡)との

間における協議､協力､依頼
等に基づいて実施機関が作成
し､又は取得した情報であっ

て､公にすることにより､国

等との協力関係又は信頼関係
が著しく損なわれるおそれが

あるもの

(6) ～ (8)　略

第8条以下　略

業に関する情報であって､次
に掲げるもの｡ただし､人の

生命､健康､生活又は財産を

保護するため､公にすること
が必要であると認められる情

報を除く｡

ア及びイ　略

(4)　略

(5)　国､他の地方公共団体その

他公共団体(以下｢国等｣と
いう｡)との間における協議､

協力､依頼等に基づいて実施
機関が作成し､又は取得した
情報であって､公にすること
により､国等との協力関係又

は信頼関係が著しく損なわれ

るおそれがあるもの

(6) ～ (8)　略

第8条以下　略

附　則

(施行期日)

1この条例は､平成14年10月1日から施行するo

(経過措置)

2　この条例による改正後の三朝町情報公開条例第7条の規定は､この条例の

施行後にされた開示請求(三朝町情報公開条例第6条に規定する開示請求を

いう｡以下同じ｡)について適用し､この条例の施行前にされた開示請求につ

いては､なお従前の例による｡


